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マスク着用の考え方の見直しについて（お知らせ）

平素は、本町の学校教育にご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

さて、標記の件につきまして、国の考え方に基づき、本町教育委員会の方針を以

下にまとめましたので、ご確認ください。

なお、今後も、各学校において、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、

「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の励行の必要な対策を講じてまいりますので、

引き続きご理解ご協力をお願いします。

（マスク着用の考え方）

令和５年４月１日以降、 学校教育活動の実施にあたっては、マスクの着用を求

めないことを基本とします。

ただし、基礎疾患がある場合や体調不良、感染不安がある場合のマスク着用に

ついては、個人の判断にお任せします。

なお、職員も基本的にマスクを外して教育活動にあたりますが、保護者と対応

させていただく際や、個人の判断により着用することがあります。


